
 

 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

４６３ パンクレリパーゼ（単なる膵疾患）の算定について 

 

《令和７年２月２８日》 

 

○ 取扱い 

 

膵外分泌機能不全がない単なる膵疾患に対するパンクレリパーゼ（リパク

レオンカプセル等）の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

パンクレリパーゼ（リパクレオンカプセル）の添付文書の効能・効果には「膵

外分泌機能不全における膵消化酵素の補充」と示されている。また、関連する

注意として「非代償期の慢性膵炎、膵切除、膵嚢胞線維症等を原疾患とする膵

外分泌機能不全により、脂肪便等の症状を呈する患者に投与すること」と示さ

れている。 

したがって、単なる膵疾患のみに対する算定は適切ではない。 

以上のことから、膵外分泌機能不全がない単なる膵疾患に対する当該医薬

品の算定は、原則として認められないと判断した。 
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